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人口動態からみたインドの成長性 

 

公益財団法人  国際通貨研究所 

経済調査部 主任研究員 福地 亜希 

 

インドは 2023 年、総人口が約 14 億 2,800 万人と中国を上回り世界最大となることが

予想されている（第 1 図）。2050 年近くまで生産年齢人口（15 歳～64 歳）の増加が続く

とみられるほか、老年人口（65 歳以上）比率の上昇に示される高齢化のペースが遅いと

いった成長に有利な人口動態を支えに、国内需要を起点とする成長の持続が期待される。 

成長会計上、「人口ボーナス」期には、生産年齢人口の増加に伴う労働投入量の増加

と、生産年齢人口比率の上昇に伴う貯蓄率の向上および資本ストック（投資）の増加と

いう 2 つの経路を通じて経済成長への押し上げに寄与すると整理される。ただし、「人

口ボーナス」の効果を十分に享受するためには、人的資本への投資（教育・健康水準の

向上）や雇用機会創出など適切な政策をとる必要がある。インドでは、従属人口指数1が

継続的に低下傾向を辿るなど、「人口ボーナス」期にあるものの、実質 GDP を生産要素

別にみると、2000 年代半ば以降、資本投入および生産性向上が成長をけん引する一方、

労働投入の成長への寄与は相対的にわずかとなっている（第 2 図）。 

 

第 1図：インドの人口予測 第 2図：インドの実質 GDPの推移（生産要素別） 

  

 
1 従属人口指数は、従属人口（年少人口（14 歳以下）＋老年人口（65 歳以上））÷生産年齢人口（15 歳～64 歳）。 
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IMF の推計2によると、インドの中期的な潜在成長率（ベースライン）は 6％程度と、

コロナ禍での学習機会の喪失および人的資本改善の停滞の影響などで、従来の 6.5％か

ら低下した可能性が指摘される。従来と同様の成長パターンを前提とすれば、資本投入

と生産性向上が引き続き成長をけん引し、労働投入の寄与は相対的に限られる。逆に、

労働参加率の向上に資するような構造改革が進展すれば、潜在成長率の 7％への押し上

げも視野に入る。 

インドにおける労働力人口（就労者＋失業者）は約 5.6 億人（2019 年度、インド政府

推定値）、労働参加率は 40％台半ばとアジア主要国に比べて低水準にある（第 3 図）。

社会的慣習などを背景に、特に女性の労働参加率の低さが際立っている。成人識字率は

インド全体で 74％（2018 年）まで上昇してきたとはいえ、女性に限っては 66％にとど

まっており、主要アジア諸国の 9 割超に比べて改善の余地は大きい。若年失業率の高さ

も目立つなど、「人口ボーナス」を十分に活用しているとは言い難い。加えて、フォー

マル部門における就労者数は約 6,000 万人弱（約 1 割）程度にとどまり、多くがインフ

ォーマル部門3に属すなど、経済的に不安定な状況に置かれていると考えられる。産業

別に就労者の構成比をみると、全体の 4 割を占める農業が趨勢的に低下傾向を辿る中、

サービス業が 3割強まで上昇する一方、工業は 20％台半ばで停滞がみられる（第 4図）。 

 

第 3図：アジア主要国の若年失業率と労働参加率 第 4図：インドの産業別就労者構成比の推移 

  

 

モディ政権は、「自立したインド（Self-reliant India）」をスローガンに掲げ、国内製造

業の振興やインフラ整備を推進しており、民間投資の拡大、デジタル技術の活用などを

通じた経済活動の活発化は成長の押し上げ要因となることが期待される。 

一方、インフラ整備や民間企業の投資加速に向けて、スムーズな土地収用を可能とす

る「2013 年土地収用法」の改正は断念し、2020 年 9 月に成立した「改正労働法」は施

 
2 IMF [2022] 
3 インフォーマル部門の就労者は、法人化していない企業や家計などの事業体の就労者。社会保障受給の対象と

なる正規労働者を除く。 
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行が遅れるなど、構造改革の進捗で課題は多い4。労働市場については、従来、連邦政府

が制定した 40 超の法律に加え、各州政府が制定した法令等が存在するほか、従業員 100

人以上の事業所については、閉鎖や人員整理に際して州政府の許可が求められることな

どから、企業の雇用拡大を消極化させる要因として指摘されてきた。2020 年 9 月に成

立した「改正労働法」では、こうした複雑な労働関連法を 4 つの法律5へ集約・簡素化、

300 人未満の事業所については州政府の承認を不要とするなど、雇用規制の柔軟化が図

られているが、施行の前提となる各州の制度改革が遅れている。 

モディ政権は高い支持率を維持しており、当面その優位性が揺らぐ可能性は低いとみ

られるものの、2024 年に総選挙を控え、目先、経済改革は慎重に進めざるを得ないとみ

られる。しかし、「人口ボーナス」の有効活用に向けては、労働市場の柔軟化に向けた

「改正労働法」の着実な施行や人的資本への投資、女性の労働参加率の向上につながる

ような施策といった構造改革の推進が不可欠と言える。 

以 上 
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